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ポイントの累積

85歳まで最長20年間支給（死亡時の残額はご遺族に）勤務期間
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確定給付企業年金法 （平成１３年６月１５日法律第５０号）根拠となる法律

厚生年金保険の被保険者のうち、企業年金取扱規程の対象となる役職員加入者の対象
各事業所が設定可能 （上限 ７ ０ 歳 ）加入者の範囲
キャッシュバランス制度（元利積上方式）給付の型
月掛 /  1 ポイント =1,000円 / 加入時に各事業所が自由設計にて決定 (下記参照)

掛金ポイント
例） 役職員一律 / 勤続年数傾斜 / 役職別傾斜 / 客観性のある基準別

原則不要 平均 ５ポイントを下回る月のみ 事務費掛金〔＠100円×人数〕必要 （各実施事業所月末時の平均算出）

事務費掛金 ※事業所様がご加入から3年未満で制度を脱退される場合、【一律10万円】の事務コストをご負担いただきます。

１年定期預金金利＋０．５％ 最低保証１．２％：上限２．５％ ←加入者期間積 立 期 間付
利
利
率

１年定期預金金利＋０．５％ 最低保証０．６％ ←退職～年金開始までの期間退職後の据置期間

１．２％固定金利年 金 受 取 期 間

個人毎にポイント残高を管理。 掛金ポイントに利息ポイントを加えた額。個人勘定残高

加入 1ヶ月以上 脱退（退職、死亡等）時に個人ポイント残高を支給。

※算定期間 ３年未満は １ポイント ７００円、３年以上～５年未満は同 ８００円。
５年以上～１０年未満は同 ９００円、１０年以上は同 1,000円換算。
ただし、喪失時６０歳以上の者は上記にかかわらず同 1,000円換算。

※算定期間は、その会社で厚生年金保険の被保険者となった時点（入社時）から起算。

個人勘定残高を

一時金として受取る要件

算定期間 （※上記参照） １ ５年以上同 年 金として受取る要件

最長 ２ ０年保証 （６５歳受給開始から８５歳到達まで）

※資格喪失(加入範囲から外れた)後も、同じ実施事業所に継続勤務している者に限り
繰下げて（実際の退職時に）受給が可能 （80歳以降は、５年保証有期年金）。

◎支給途中の一括受取りも可能。 死亡時は、遺族一時金をご遺族に。

年金としての受給期間
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